
 

 

 

 

                                                            

                             

 

 

 

 
 【相談事例１】 

 「定型文を送信するだけで月に１００万円から２００万円稼げる」というＳＮＳの広告

を見て副業サイトにアクセスし１万円で情報商材を購入した後、５０万円のサポートプ

ランを契約した。（２０歳 女性） 

 【相談事例２】 

 ＳＮＳでフォローされた相手から「別のサイトでやり取りしようと」と出会い系サイト

に誘導され、個人情報の交換のため２０万円を支払った。（２０歳 男性） 

  

●アドバイス 
ＳＮＳ上の広告はしっかり内容を確認しましょう。 

大幅な値引きや低価格、商品の効果を過剰にうたうＳＮＳ上の広告や、「簡単にもうか

る「損はしない」などの投稿やメッセージは鵜呑みしないようにしましょう。 

ＳＮＳ上の広告をきっかけとしたトラブルの多い通信販売にはクーリング・オフ制度の

適用はありません。事前にしっかり内容を確認することが大切です。 

 

ＳＮＳ上で知り合った相手が本当に信用できるのか慎重に判断しましょう。 

 ＳＮＳ運営事業者の利用規約では「ＳＮＳがきっかけでトラブルが発生し

ても責任を負わない」旨が定められているものがほとんどです。ＳＮＳ上

では気の合う「知り合い」でも、本当に信頼できる相手なのかはわかりま

せん。お金を支払った途端に相手と連絡が取れなくなり、返金を求めるこ

とが困難になったとの相談もあっています。 

 

ＳＮＳを利用するにあたっては個人情報の管理にも気を付けましょう。 

 学生証、運転免許証、健康保険証などの身分証明書の情報をＳＮＳで送ってしまうと 

後で取り戻すことは難しく、より大きなトラブルに発展する可能性があります。 

 ＳＮＳ上に投稿された情報は拡散すると消去が困難です。個人情報や自分の写真の投

稿、身元の分かるような書き込みは安易にしないようにしましょう。 

●困った時や不安なときは消費生活センターにご相談ください 
 

北九州市立消費生活センター【ウェルとばた７Ｆ】 ☎８６１－０９９９ 

小倉北相談窓口【小倉北区役所西棟１Ｆ】         ☎５８２－４５００ 

小倉南相談窓口【小倉南区役所３Ｆ】           ☎９５１－３６１０  

    八幡西相談窓口【八幡西区役所コムシティ４Ｆ】   ☎６４１－９７８２ 

 

※門司、若松、八幡東各窓口でのご相談については、 

戸畑相談窓口☎８６１－０９９９へご相談ください。 

消費者ホットライン☎１８８
い や や

（あなたの地域の消費生活センターにつながります。） 
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